
長野市重度心身障害児福祉年金条例施行規則 (昭和58年３月30日長野市規則第５号)

最終改正:令和３年８月20日規則第42号

改正内容:令和３年８月20日規則第42号 [令和３年９月１日]

○長野市重度心身障害児福祉年金条例施行規則

昭和58年３月30日長野市規則第５号

改正

昭和61年３月29日規則第７号

平成４年６月30日規則第26号

平成７年６月30日規則第29号

平成15年３月28日規則第25号

令和３年８月20日規則第42号

長野市重度心身障害児福祉年金条例施行規則

長野市重度心身障害児福祉年金条例施行規則（昭和42年長野市規則第15号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条　この規則は、長野市重度心身障害児福祉年金条例（昭和58年長野市条例第８号。以下「条例」という。）第12条の規定に基づき、条例の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（申請）

第２条　重度心身障害児福祉年金（以下「年金」という。）の受給資格の認定（以下「認定」という。）を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、長野市重度心身障害児福祉年金受給資格認定申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付又は提示して、市長に提出しなけれ

ばならない。

(１)　療育手帳又は身体障害者手帳

(２)　その他市長が必要と認める書類

（決定）

第３条　市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、認定すべきものと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

（喪失届）

第４条　年金の受給資格を喪失した者は、長野市重度心身障害児福祉年金受給資格喪失届書（様式第２号）を市長に提出しなければならな

い。

（補則）

第５条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（昭和61年３月29日規則第７号）

この規則は、昭和61年４月１日から施行する。

附　則（平成４年６月30日規則第26号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成７年６月30日規則第29号）

（施行期日）

１　この規則は、平成７年10月１日から施行する。

（経過措置）

２　この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。

附　則（平成15年３月28日規則第25号）

この規則は、平成15年４月１日から施行する。

附　則（令和３年８月20日規則第42号）

（施行期日）

１　この規則は、令和３年９月１日から施行する。

（経過措置）

２　この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。



様式第１号（第２条関係）



様式第２号（第４条関係）


